
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年１０月２６日 １０時４０分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市川内港危険物１号岸壁 

 川内港西防波堤南灯台から真方位１１１°１,２１０ｍ付近 

 （概位 北緯３１°５１.２′ 東経１３０°１１.９′） 

事故の概要 ケミカルタンカー協和
きょうわ

丸は、着岸中、機関室から火災が発生した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ケミカルタンカー 協和丸、３４３トン 

 １３５９２３、株式会社伸和船舶 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 配電盤、変圧器及び付近の電気配線に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過 

 

本船は、川内港危険物１号岸壁に着岸して揚げ荷役中、異臭を発す

るとともに荷役ポンプの電源が喪失した。  

機関長は、機関室に入ったところ、配電盤からの発煙を認めたの

で、配線盤の前面扉を開け、付近にあった持運び式消火器で初期消火

を行って鎮火させた。 

機関長は、火元探索を行ったところ、荷役ポンプ用の変圧器から出

火したことを認めた。 

絶縁抵抗の低下警報は、本事故当時、発生していなかった。 

機関長は、荷役中、荷役ポンプが過負荷運転になることが多く、そ

の影響で変圧器に過負荷が掛かったのではないかと本事故後に思っ

た。 

分析  本船は、着岸して揚げ荷役中、機関室配電盤内の荷役ポンプ用の変

圧器から出火したものと考えられる。 

 荷役ポンプ用の変圧器は、過負荷が掛かったことから、出火した可

能性があると考えられるが、出火に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因 本事故は、本船が、着岸して揚げ荷役中、機関室配電盤内の荷役ポ

ンプ用の変圧器から出火したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

・保護継電器等の電気設備の安全装置は、定期的に機能試験を行う

ことが望ましい。 

 


